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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
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一 

 



 

今
回
の｢

構
想
（
案
）｣

は
、
採
算
性
や
地
元
負
担
の
問
題
な
ど
、
こ
の
関
西
国
際
空
港
建
設
の
成
否
を
左
右
す
る 

 
 

 
 

 

重
要
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
運
輸
省
航
空
局
と
い
う
政
府
の
一
部
局
の｢

構
想
（
案
）｣

と
は
い

え
、
運
輸
省
が
こ
れ
に
対
す
る｢

地
元｣

の｢

回
答｣
を
迫
る
以
上
、
こ
の｢

構
想
（
案
）｣

に
対
す
る
疑
問
に
対
し
て
は 

 
 

 
 

 

政
府
は
誠
実
に
回
答
す
る
義
務
が
あ
る
。
以
上
の
見
地
か
ら
、
こ
の
運
輸
省
航
空
局
の｢

構
想
（
案
）｣

に
つ
い
て
以 

 
 

 
 

 

下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

大
阪
泉
州
沖
の
関
西
国
際
空
港
計
画
に
関
し
、
運
輸
省
航
空
局
は
七
月
八
日
、
大
阪
、
兵
庫
、
和
歌
山
の
地
元

三
府
県
と
の
連
絡
会
議
に
お
い
て
、
そ
の
建
設
、
運
営
の
事
業
主
体
を
新
設
公
団
と
第
三
セ
ク
タ
ー
の
二
本
立
て

と
す
る｢

構
想
（
案
）｣

、
更
に
地
方
公
共
団
体
の
負
担
を
含
む
そ
の
財
源
計
画
の｢

構
想
（
案
）｣

を
示
し
た
。 

一 

本｢

構
想
（
案
）｣

は
、「
現
下
の
行
財
政
事
情
、
昭
和
四
十
九
年
八
月
の
航
空
審
議
会
の
建
議
、
空
港
整
備
法
、 

関
西
国
際
空
港
計
画
に
お
け
る
事
業
主
体
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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三 

運
輸
省
航
空
局
は
本｢

構
想
（
案
）｣

に
お
い
て
、
新
設
公
団
及
び
第
三
セ
ク
タ
ー
の
採
算
に
つ
い
て
ど
の
よ
う 

二 

今
回
、
運
輸
省
航
空
局
が
地
元
三
府
県
に
示
し
た｢

関
西
国
際
空
港
事
業
主
体
の
事
業
規
模
、
資
金
計
画
等 

の
構
想
（
案
）
概
要｣
に
よ
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
事
業
費
の
一
〇
％
、
三
五
〇
億
円
を

負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、 

3 

現
在
の
地
方
財
政
事
情
の
下
に
お
い
て
、
運
輸
省
航
空
局
の
本｢

構
想
（
案
）｣

に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
巨 

 
 

 
 

額
の
財
政
負
担
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。 

2 

運
輸
省
航
空
局
は
、
た
と
え
ば
公
団
債
の
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
引
受
け
な
ど
、
こ
の
三
五
〇
億
円
以
外

の
地
方
公
共
団
体
の
財
政
負
担
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
全
く
考
え
て
い
な
い
か
。 

1 

こ
の
場
合
の
地
方
公
共
団
体
と
は
、
ど
の
範
囲
を
指
す
の
か
。 

地
方
財
政
再
建
特
別
措
置
法
等
の
現
行
制
度
及
び
そ
の
運
用
と
の
整
合
等
に
配
慮
」
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の｢
構
想
（
案
）｣

は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
関
係
省
庁
の
了
解
を
得
て
出
さ
れ
た
も
の
か
否
か
。 

四 

 



 

 

五 

に
考
え
て
い
る
の
か
。
更
に
、
採
算
が
と
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
も
あ
わ
せ
て
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


